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令和５年度ヤングＪＯＢサポートみやざき運営業務委託仕様書

この仕様書は、宮崎県（以下「県」という。）が実施する「令和５年度ヤングＪＯＢサポートみやざ

き運営業務」（以下「本業務」という。）の委託を行うにあたり、契約する事業者（以下「受託者」と

いう。）に要求する業務の仕様等について明らかにするものである。

１ 本業務の目的

本業務は、県の設置する「ヤングＪＯＢサポートみやざき」（以下「ヤングＪＯＢ」という。）に

おいて、若年者に対する就職関連情報の提供やキャリア・カウンセリング、就職支援に係る各種事業

を提供することにより、県内における若年者の就職支援を促進するものである。新規学卒者の支援の

みでなく、一般求職者への支援体制を強化し、非正規職員から正規職員へのキャリアアップ支援に加

え、在職者へのキャリア相談や職業の転換支援を実施し、若年者の早期離職や離職後の県外流出を防

止する。

２ 支援対象者

おおむね40歳未満の若年者等とする。

３ 成果目標

本業務の実施により、次の目標の達成を図ること。

⑴ 就職決定者数 300人、新規登録者数 400人、〔参考目標〕のべ利用者数 6,000人

なお、就職決定者数は、ヤングＪＯＢ（延岡サテライトを含む。）登録者のうち、ハローワーク

による職業紹介により就職が決定した者、それ以外の手段による就職決定をヤングＪＯＢが把握し

た者の数とする。

※ 学生だけでなく、再就職や正社員へのキャリアアップを目指す一般求職者等、利用対象が偏る

ことのないよう配慮すること。

⑵ 事業開始から第２四半期及び第３四半期を経過した時点で下記の目標を下回る進捗状況となった

場合は、県と協議の上、取組の見直しを行うこと。

（単位：人）

第２四半期目標 第３四半期目標 年度目標

就職決定者数 140人 240人 300人

４ 業務内容

ヤングＪＯＢの運営にあたり、次に掲げる業務を実施する。サービス提供にあたっては、利用者情

報の分析や評価、検証に基づき、不断のサービスの見直し、向上に取り組むこと。

また、「宮崎県と宮崎労働局との若年者就職支援施設の一体的実施に関する協定」に基づくＪＯＢ

パーク＋（ヤングＪＯＢ、駅前ハローワーク及び宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターの３施設の

総称）における一体的な支援や労働局が委託する「若年者地域連携事業」の受託業者をはじめ、関係

機関と連携して本業務を実施するものとする。

⑴ 本業務の実施場所及び開所時間

ア ヤングＪＯＢサポートみやざき

【実施場所】

宮崎市錦町１－10 宮崎グリーンスフィア壱番館３階「みやざきＪＯＢパーク＋」内

※ 実施場所の同じフロア内に、駅前ハローワーク及び宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター

が併設となる（みやざき女性・高齢者就業支援センター（仮称）も併設されているがみやざき

ＪＯＢパーク＋には該当しない。）。

【開館時間】

月曜日～土曜日 午前９時～午後６時

※ 日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）は休館とする。
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イ ヤングＪＯＢサポートみやざき延岡サテライト

【実施場所】

延岡市愛宕町２－15 延岡総合庁舎内

【開館時間】

月曜日～金曜日 午前９時～午後５時

※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）は休館とする。

なお、ア及びイのいずれの実施にあたっても、受託者には、賃借料、光熱水費、共益費等の負担

は発生しない。また、サービスの提供にあたり必要な施設のレイアウト変更等については、受託者

と県の協議によることとする。

⑵ 実施する業務内容

ア ヤングＪＯＢサポートみやざき運営事業（若年者の就職・定着支援）

（ア）総合受付

ヤングＪＯＢ利用者に対して、以下の対応を行う。

ⅰ）来所受付：サービス案内や利用申込手続 等

ⅱ）利用案内：サービス誘導等

ⅲ）利用者管理：利用者が就職決定するまでの就職活動の進捗管理や継続的な支援、就職決定

後も定着支援を実施するための就職先の把握

なお、ＪＯＢパーク＋及びみやざき女性・高齢者就業支援センター（仮称）の利用者に対し

ても、ⅰ）及びⅱ）の対応を行うこと。

（イ）情報提供

就職に関する図書やビデオなど、求職者や在職者のニーズを踏まえ、適切な時期に最新の就

職や働き方等に関する情報を提供すること。また、積極的に県内企業の情報を提供すること。

（ウ）パソコンや作業スペースの貸出し

就職活動を目的にパソコンや作業スペースの利用希望者に対して、利用者登録の上、貸出し

を行うこと。

（エ）キャリアカウンセリング

利用者の状況に応じて、以下のⅰ）～ⅴ）の相談対応を一人一担当制で行うこと。

なお、令和５年３月31日時点での継続相談予定者への対応については、本人の意向を十分考

慮の上、駅前ハローワーク等のハローワークと連携協力して適切に対応するものとする。

また、県内２か所の拠点しか持たないことも踏まえ、対面形式だけでなくＷＥＢ会議システ

ムやメールを含むオンラインでの相談体制を整えるとともに、出張相談等の活用により、県内

全域における相談対応を実施すること。

加えて、キャリアカウンセリングから就職につなげる効果的な取組について提案すること。

ⅰ）インテーク相談

利用者の状況把握や今後の方向性等を確認する初回面談を行い、最適なサービスへの誘導

を行うように努めること。

ⅱ）就職に関する相談（求職者相談窓口）

利用者の就職決定に向けて個別相談を行うこと。その際、個別の支援計画を作成し、ＪＯ

Ｂパーク＋及び連携する機関、事業等の機能を組み合わせて、求職者にとって最も効果的と

なる支援を提案すること。特に、県内企業の情報を積極的に提供することで県内企業に対す

る認知度向上を図ること。

なお、求職者に対する職業紹介は併設する駅前ハローワーク又はみやざき女性・高齢者就

業支援センター（仮称）へ誘導するものとする。

ⅲ）職場定着支援

若者の早期離職に対応するため、ＪＯＢパーク＋等を利用して就職した若者をはじめとす

る内定者及び在職者に対して、就職後の相談体制や集合研修などの案内のほか、利用者の状

況に応じて来所やメール、電話等による個別相談を行うこと。
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ⅳ）心理的サポート

コミュニケーションが苦手で就職活動がうまくいかない若者に対して、心理学的手法を用

いて、利用者が抱える課題を、自らの力で解決できるように個別相談などを通じてメンタル

ヘルス対策、キャリア開発、職場における人間関係開発を行うことにより援助する。

（オ）職業適性診断

希望される利用者及び自己分析の必要があると判断された方に対し、職業適性診断に使用す

るコンピュータシステムの利用案内を行うこと。また、職業適性診断の結果について説明を行

うこと。

（カ）応募書類添削及び模擬面接

応募先の採用選考情報等に基づいた、履歴書及び職務経歴書、エントリーシート等応募書類

の作成にあたって添削を行うほか、面接を控えた方を対象に面接指導を行うこと。

（キ）県等が実施する就職説明会等への参加・広報の協力

下記及び県が必要と判断した就職説明会等において、県及び実施市町村・団体からの要望に

基づき、相談ブースの出展やセミナー等の開催を行うとともに、利用者等への広報の協力を行

うこと。

ⅰ）令和５年度宮崎県就職説明会（県内３会場）

日時 令和５年８、９月

場所 宮崎市・延岡市・都城市

内容 本説明会において、相談ブースを設置すること。

ⅱ）令和５年度九州・山口各県ジョブカフェカウンセラー会議

日時 令和５年８月下旬～９月上旬

場所 九州管内

内容 九州・山口各県で持ち回りで実施しているジョブカフェカウンセラー会議へ出席す

ること。

（ク）大学等への訪問及びイベント等への参加

県内大学や関係機関等を訪問し、就職支援担当者等に対して本県の就職情報や企業情報、

就職イベント情報の提供及びイベント等への学生の参加依頼を行うこと。

ⅰ）県内就職情報の提供

県内就職を希望する学生等に対し、大学就職課等を通じて県内企業、就職イベント等の情

報提供を行うとともに、必要に応じて就職に関するサポート（面接指導、履歴書添削等のキ

ャリアカウンセリングを含む。）を実施すること。

ⅱ) 訪問に関する条件

訪問については、年60回以上（同一校への再訪を含む）とする。

イ 一般求職者等キャリアアップ支援事業

（ア）「一般求職者等キャリアアップ支援カウンセラー」（以下「キャリアアップ支援カウンセラ

ー」という。）の配置

相談窓口において(イ)の活動を行い、一般求職者への支援体制を強化し、非正規職員から正

規職員へのキャリアアップ支援に加え、在職者へのキャリア相談や職業の転換支援を重点的に

実施するキャリアアップ支援カウンセラーを配置する。

（イ） キャリアアップ支援カウンセラーの活動内容

ⅰ) 一般求職者等の就職・定着支援

一般求職者等を対象として、ヤングＪＯＢサポートみやざき運営事業における業務内容を

実施する。

ⅱ）駅前ハローワークへの誘導

ＪＯＢパーク＋内においては、就職活動の準備が整った一般求職者を、駅前ハローワーク

に積極的に誘導すること。

ⅲ）セミナーの実施

一般求職者を含む求職者を対象とするキャリアアップ支援セミナーを年１回以上開催する
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こと。内容については提案事項とする。

ⅳ）就職後の仕事に関する相談（在職者相談窓口）

利用者の職場定着やスキル向上に向けて個別相談を行うこと。また、キャリアアップ支援

として、非正規雇用から正規雇用を目指す利用者の掘り起こしを行うとともに、在職者のキ

ャリア相談や職業の転換支援を実施することとし、具体的な方策について提案すること。

ⅴ）就職決定者や在職者に対する定着・スキルアップ支援

過去３年以内にヤングＪＯＢに登録し、就職決定した方等に対して、定着状況調査を実施

するとともに、就職決定者や在職者に対して、内定・就職後の定着・スキルアップ支援など

のフォローアップについて提案及び実施すること。

⑶ 運営管理に係る業務

ア 施設及び備品等の維持・管理等

（ア）建物賃借料、光熱費、共益費については、すべて県が負担する。電話使用料及びその他の通

信料については本業務の委託料の中から負担するものとする。

（イ）４⑴に掲げる実施場所となる施設、本業務の遂行に必要となる備品（以下「備品」という｡)

及び図書等の物品については、善良なる管理者の注意義務をもって維持・管理を行うこと。ま

た、施設及び備品に損傷を与えた場合は、速やかに県に報告するものとし、修理及び弁償等の

方法については県と協議すること。なお、本業務の委託料で購入した備品・図書等の所有権は

県に帰属する。

（ウ）県から貸与する備品等については、別添「備品等台帳」のとおりとする。

（エ）ヤングＪＯＢの利用者には、簡単な飲物を提供する環境を整えるものとする。また、併設す

る駅前ハローワーク、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター及びみやざき女性・高齢者就業

支援センター（仮称）の利用者への提供も妨げないものとする。

イ 利用者情報の登録・管理

（ア）ヤングＪＯＢの利用者には、初回利用時に県が定める方法により利用者登録をさせるものと

する。ただし、登録は利用者に対して強制するものではないものとする。

（イ）登録内容は、利用者データベースを作成して適切に管理するものとする。

なお、個人情報の取扱いに当たっては、契約書別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守する

ものとする。

（ウ）登録に当たっては、原則、別途県が定める利用申込書を使用するものとする。

（エ）令和５年３月31日までに登録されたデータについても、利用者データベースを作成して適切

に管理するものとする。

（オ）利用者登録期間は３年間とし、登録後３年以上ヤングＪＯＢの利用がない場合は、登録を抹

消することとする。

ウ 利用・就職状況の把握

（ア）ヤングＪＯＢにおいては、利用者に対して、サービス利用後のアフターフォローを行うとと

もに、利用・就職に関する定期的な確認を行い、状況把握や必要なサービスへの誘導等を行う

こと。

（イ）利用状況や登録状況、その他各種データの集計・分析を行い、ヤングＪＯＢによる支援サー

ビスの成果や課題を把握、評価検証することにより、新たなサービスの提案及びサービスの見

直し等に積極的に活用すること。

（ウ）支援メニューの利用者に対して満足度向上に向けたアンケートを実施し、その結果を次の企

画に活用すること。

エ 職員の資質の向上

（ア）職員全体の資質の向上及び平準化を図るため、朝礼やミーティングでの日常的な指導をはじ

め、定期的に職員会議を開催するなど、情報の共有化を行うこと。

（イ）必要に応じて、職員に本業務の遂行に必要な研修等を受講させること。特に、カウンセリン

グ及びそれらに付随する業務に際して、利用者の利便性を損なわないよう、職員が実務に必要

な知識の習得をはかること。また、県が案内する研修等についても、業務に支障のない範囲で
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積極的に受講すること。

（ウ）職員の資質の向上を図るための取組について、提案すること。

オ 広報

（ア）ヤングＪＯＢの情報を掲載する既存のホームページ及びＳＮＳの運用と保守を行うこと。特

にホームページについては、月に１回を目安にスタッフブログの更新を行うこと。なお、運用

保守費用及び必要な改修については、委託料から行うこととする。

（イ）その他広報については、従来の広報媒体にかかわらず、今の若年者の利用促進に結びつくよ

うな広報手段や内容、時期、広報効果等を十分検討し、主体的に実施すること。具体的な内容

については、提案事項とする。

（ウ）九州山口各県ジョブカフェ共同ポスターを作成する場合は作成に必要なデータ提供や校正に

協力することとし、必要な経費は本業務の委託料から負担するものとする。

カ その他、ヤングＪＯＢの管理運営に必要な一切の業務

ヤングＪＯＢの運営に当たっては、県の方針に基づき、適切に業務遂行するとともに必要に応

じて県と協議の上、実施すること。

５ 実施体制（職員の配置）

年度を通して、次に掲げる職員を安定的に配置するとともに、業務内容を確実に履行できる実施体

制を確保するため、次に掲げる職員を必要数配置すること。また、配置にあたっては適切な労働環境

を確保すること。なお、実施体制については、ヤングＪＯＢサポートみやざき運営業務実施体制につ

いて（様式第６号）に沿って提案すること。

⑴ ヤングＪＯＢサポートみやざき全体運営

ヤングＪＯＢサポートみやざき運営事業、一般求職者等キャリアアップ支援事業の全業務に係る

全体責任者として、ヤングＪＯＢサポートみやざき（延岡サテライトを含む。）の管理、企画運

営、県や他の関係機関との連絡調整等を行う者を１名配置すること。

なお、当該責任者は下記のキャリア・カウンセラー、チーフキャリア・カウンセラー又は一般求

職者等キャリアアップ支援カウンセラーとの兼務を可能とする。

⑵ ヤングＪＯＢサポートみやざき運営事業及び一般求職者等キャリアアップ支援事業

ア キャリア・カウンセラーとして、別表１及び別表２のいずれかの試験に合格した者、別表３に

合格し、令和５年３月31日までにキャリアコンサルタント国家資格に移行した者又は同等以上の

能力及び経験を有すると認められる者を、一人一担当制のカウンセリングが実施できるよう配置

すること。

イ 一般求職者等キャリアアップ支援カウンセラーとして、別表１及び別表２のいずれかの試験に

合格した者、別表３に合格し、令和５年３月31日までにキャリアコンサルタント国家資格に移行

した者又は同等以上の能力及び経験を有すると認められる者を、適切に配置すること。

ウ キャリア・カウンセラーのとりまとめや支援を実施する、常勤のチーフキャリア・カウンセラ

ーを１名配置すること。なお、当該チーフキャリア・カウンセラーは、キャリア・カウンセラー

又は一般求職者等キャリアアップ支援カウンセラーとの兼務を可能とする。

エ その他、本業務を円滑に実施するために必要な人員を適切に配置すること。

（別表１）

試 験 名 試 験 機 関 名

特定非営利活動法人キャリアコンサルティン

キャリアコンサルタント試験 グ協議会
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特定非営利活動法人日本キャリア開発協会

（別表２）

試 験 名 試 験 機 関 名

産業カウンセラー試験 社団法人日本産業カウンセラー協会

（別表３）

試 験 名 試 験 機 関 名

公益財団法人日本生産性本部認定キャリア・コ 公益財団法人日本生産性本部
ンサルタント資格試験

キャリア・コンサルタント試験 一般社団法人日本産業カウンセラー協会

ＴＣＣマスター・キャリアカウンセラー認定試験 テンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社

ＣＤＡ資格認定試験 特定非営利活動法人日本キャリア開発協会

日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会認定 特定非営利活動法人日本キャリア・マネージメ
キャリア・コンサルタント資格試験 ント・カウンセラー協会

財団法人関西カウンセリングセンターキャリア 財団法人関西カウンセリングセンター
・コンサルタント認定試験

ＧＣＤＦ－Japan試験 特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会

株式会社テクノファ認定キャリア・カウンセラ 株式会社テクノファ
ー（キャリア・コンサルタント）能力評価試験

ＩＣＤＳ委員会認定ＩＣＤＳキャリア・コンサ 特定非営利活動法人ＩＣＤＳキャリア・デザイ
ルタント検定 ン・サポーターズ

ＮＰＯ生涯学習キャリア・コンサルタント検定試験 特定非営利活動法人エヌピーオー生涯学習

※ 別表３に掲げる試験は、厚生労働省職業能力開発局長が指定したキャリア・コンサルタント能力

評価試験。

６ 事業実施体制の報告及び実施状況の報告

⑴ 事業実施体制の報告

事業開始日までに県にヤングＪＯＢサポートみやざき運営業務実施体制について（様式第６号）

を配置する職員の履歴書を沿えて提出すること。なお、職員を変更する場合についても、提出を行

うこと。

⑵ 事業の実施状況等の報告

実施状況等について、以下のとおり県に報告すること。

ア 月報

ⅰ）時期 原則翌月７日まで

ⅱ）内容 ヤングＪＯＢ（延岡サテライトを含む。）の事業の実施状況

ⅲ）報告様式 別途県が定める。

また、３⑵に基づき、経過目標を達成できていない場合は併せて改善報告も行うこと。

イ 委託業務終了後の報告

委託業務を完了したときは、直ちに成果品、事業報告書及び収支決算書を作成し、県に提出す

ること。
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７ 連携する機関及び事業

⑴ 「宮崎県と宮崎労働局との若年者就職支援施設の一体的実施に関する協定」に係る関係機関との

連携

労働局との一体的実施に関する協定に係る関係機関（労働局、駅前ハローワーク及び宮崎ひなた

暮らしＵＩＪターンセンター）と緊密に連絡・調整を行い、連携を図ること。

⑵ 若年者地域連携事業（実施主体：宮崎労働局）

宮崎労働局が若年者の雇用対策を目的として行う委託事業であり、双方の事業効果を最大限発揮

できるよう、宮崎労働局及び当該事業受託者と十分に調整を図ること。

⑶ みやざき女性・高齢者就業支援センター（仮称）

県が設置する、みやざき女性・高齢者就業支援センター（仮称）について、高齢者はヤングＪＯ

Ｂの支援対象外であるが、おおむね40歳未満の求職を希望する女性への支援に関しては、必要があ

れば連携を図ること。

⑷ その他の県事業との連携

その他、県が実施する若年者就職支援に関連する事業との連携を図ること。

⑸ その他若年者の就職支援における関係機関等との連携

ア 県内のハローワーク

イ みやざき地域若者サポートステーション

ウ ヤングＪＯＢ関係機関連絡会議等

ヤングＪＯＢの運営については、県の方針はもとより、「ヤングＪＯＢ関係機関連携会議」

（本業務及び労働局が委託する「若年者地域連携事業」の受託団体の責任者、労働局、県の４者

の担当者会議）での意見を参考に運営を行うこととし、当該会議は若年者地域連携事業に係る仕

様書により定められた日程で開催する。

また、就職活動等がうまくできない者等の就職困難者については、「宮崎県子ども・若者支援

地域協議会」等を活用し、連携・協力して支援を行うこと。

なお、上記会議・協議会をはじめ、求めに応じて会議等への出席を行うこと。

エ 企業や行政、教育関係機関、経済団体との連携

県内の企業や行政、教育関係機関、経済団体等の関係機関に対して、本業務に関する情報提

供、協力依頼を行うことにより、ヤングＪＯＢでの支援を行う。また、関係機関が行う事業等へ

積極的に参加するなど、あらゆる手段を用いて関係機関との意思疎通を図ることとする。

８ その他の留意事項

⑴ 無料サービスの原則

本業務により提供するサービスについては、利用者に金銭負担を生じさせないことを原則とす

る。

⑵ 再委託等の制限

ア 再委託の制限

再委託については、契約書第６条のとおりであるが、事前に再委託の内容、再委託先（商

号又は名称）、再委託先に対する管理方法等必要事項を報告し、承諾を得た場合に限り、再委託

を認めるものとする。

イ 中核的業務の再委託禁止

事業の統括業務及びキャリア・カウンセリング業務は、本業務の中核となる業務であるため、

再委託を認めないものとする。

⑶ 本業務の引継

受託者は、本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継ぎを行う必要が生じた場合は、利用

者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努めるものとする。具体的な内容に

ついては、受託者と県の協議によることとする。

⑷ 権利の帰属等

本業務により作成された資料等に係る著作権は、原則として委託料の支払が完了したときをもっ

別紙１
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て受託者から県に移転するものとする。

また、受託者が委託料により購入した備品等のうち、県が指定したものについては、本業務に係

る契約が終了したときをもって、県に帰属するものとする。

⑸ 委託業務実施上の留意事項

当委託業務は国（厚生労働省）の「地域活性化雇用創造プロジェクト」を活用するものであるた

め、業務委託契約書及び仕様書に定めるもののほか、「地域活性化雇用創造プロジェクト実施要

領」に基づく県の指示に従い、誠実に委託業務を履行すること。

⑹ 文書の保存

当委託業務終了後６年間、実績報告書、契約書等の事業の支出を証明する各種会計書類など事業

の実施に係る文書を保存するものとする。

⑺ その他

その他、詳細な契約条件については契約締結時に定めるものとする。


